
（仮称）練馬区みどりの基本計画改定骨子（案）について

１ 計画のフレーム

■５年後に実施する「みどりの実態調査」などにあわせ、中間の評価を実施し
必要に応じて施策を見直し、10年後には計画全体の改定の必要性を検討する。

みどり30推進計画（H19～H29）

【目標事業量】

仮称みどりの基本計画（2018）
30年後に向けた10年間の計画

【目標・施策】
【成果指標】
【重点施策の目標事業量】

みどりの基本計画（H21）
30年後に向けた10年間の計画

【目標・施策】

■これまでの２つの計画を１本化し、みどり施策に関する総合計画および平成31年度
からの10年間の事業計画という両方の性質を持たせる計画とする。

２ １０年間のみどりをめぐる変化

■公共のみどりは増えているが、民有のみどりの減少は続いている
■民有のみどりの減少のうち、農地の減少によるものが約４割、宅地のみどり
や屋敷林などの減少によるものが約６割
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■地域の良好なみどりの景観を守るために、地域住民も協力すべきとする区民
割合は約５割

■みどりにおおよそ満足している区民割合は65％から70％前後を推移
■公園に対する評価は高いが、屋敷林などのみどりに対する認識は低い

私有財産であること

から、なくなってもし

かたがない

23.8％

地域の良好な景観

を守るために、地域

の住民が落ち葉清

掃等に協力すれば

よい

21.7％

地域の良好な景観を守るために、

地域の住民が協力し、区も所有

者に助成金を支給すべきである

30.7％

地域の良好な景観を守るため

に、区が予算を確保して所有者

に様々な支援を行うべきである

16.8％

無回答

7.1％

平成28年度区民意識意向調査報告書より抜粋

設問

練馬らしい景観を伝えるみどりとして、民有地の屋敷林や大木がありま
す。こうしたみどりを個人の力だけで維持するには、剪定や落ち葉清掃な
どが大きな負担となっています。民有地のみどりの保全について、あなた
はどのように考えますか。
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３ 改定に向けた基本的考え方

公園・街路樹等の整備が進み
公共のみどりは増加

区民が関わりたくなるみどり増やし、また、関わりやすい仕組みをつくる
区民と地域のみどりの結びつきをつくり、発展させ、

区民がみどりを支えることで、より豊かなみどりを生み出す

この区民協働の流れ【みどりのムーブメント】をつくり広げることが必要

グランドデザイン構想の将来像（30年後）
「みどりに囲まれた良好な環境の中で誰もが暮らしを楽しむ成熟都市」

４ 目指す姿

■一人でも多くの区民がみどりを楽しむ暮らしを実践し、みどりの良さを実感することで、
身近なみどりをよくする活動に参加し、さらに発展し、地域のみどりを自分事として主体
的に行動する、区民協働の流れがある。

■多くの区民が地域のみどりとつながり、みどりと関わることで、みどりが地域の資産として、
より価値あるものへと育っている。

■みどりに対する区民意識の高まりと行動の広がりにより、みどりのムーブメントが生まれ、
区民が守り育てている「ねりまのみどり」が増えている。

■「ねりまのみどり」が広がり、みどりのネットワーク形成が進み、より豊かなみどりと快適な
環境の中での暮らしが実現している。

区民とともにみどりの恵みを未来へつなぐまち ねりま
（仮）

農地と宅地のみどりは一貫して減少

行政の力だけで
地域に望まれる

みどりを提供し続けるには
限界がある

主な原因は…
樹木の管理はお金も手間もかかる
高齢者に庭木の手入れは負担
落葉が迷惑という苦情がつらい
固定資産税や相続税の負担が重い
農業の後継者がいない

地域にふさわしいみどりを守り増やし、
そのみどりが地域の資産として、さらに価値のあるみどりとなり

未来へ継承されていくためには
区民に関わってもらう必要あり

【公共のみどり】 【民有のみどり】
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区民からは…
魅力ある公園等のみどりの空間を
さらに作ってほしい
公園を自由に使えないか
落ち葉が迷惑
地域の要望通り管理してほしい

行政の力で
豊かなみどりの

ネットワーク形成を
進める必要がある

個人の力だけで
みどりを

守り増やすには
限界がある



区民とともにみどりの恵みを未来へつなぐまち ねりま （仮）
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みどりのムーブメントをつくり広げるための取組
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区民参加から協働へ



５ みどりのムーブメントづくり

みどりを守り育てる区民意識の高まりと行動の広がりは、一気に作り上げられないことから、まずは、小さくとも具体的な活動を増やし、成果をあげていくことが重
要。さらに、成果について積極的に発信し、新しい区民を巻き込み、活動を広げることにつなげる。
また、区民参加と協働のすそ野を広げるためには、公園や農地など様々なみどりに対して、段階的に意識醸成を図る流れをつくる。それぞれの取組は、区およびみど
りのまちづくりセンターなどの中間支援組織が連携して実施する。

練馬区中間支援組織
みどりのまちづくりセンター等

中間支援組織
みどりのまちづくりセンター等

連携

設置 取組
支援 相談

区 民

区民

事業者

地縁
団体

活動
団体

みどり
所有者 テーマ別

みどりの
区民会議

段階１
自分の興味にあわせ
みどりを楽しむ暮らしを実践

▽公園で毎朝ジョギングを楽しむ
▽区民農園で家庭菜園を楽しむ
▽玄関先を花やハーブで飾る
▽憩いの森でスケッチを楽しむ

段階２
地域のみどりを
積極的に楽しみ
よくする活動に参加

▽公園自主管理団体の清掃を手伝う
▽農の学校で勉強
▽オープンガーデンに参加
▽憩いの森体験講座に参加

段階３
地域のみどりを
「自分事」とし
主体的に行動

▽別の公園の自主管理団体を立上げ
▽ねりま農サポーターとして活動開始
▽両隣と景観まちなみ協定を結ぶ
▽憩いの森育成計画づくりと団体立上げ 実践

新しい
活動
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みどりへの関心を高める取組

気軽に参加できる
仕組みづくり

活動の相談や
支援の窓口の開設

団体等の交流の推進

【テーマ別みどりの区民会議とは・・・】

■落ち葉問題といったみどりを巡る具体的なテーマごとに
関係者からなる区民会議を設置し、モデル的な実践を通し
て、区民協働の仕組みを作り上げ、新しい活動や団体の立
上げを図る取組

▽公園の利活用が活発に︕
▽農のある暮らしがひろがる︕
▽地域のみどりがつながる︕
▽森の自然がもっと豊かに︕

マッチングの仕組みづくり

テーマ別みどりの区民会議の
実施



基本方針 １

みどりを守る・増やす
みどりの多機能性と練
馬の特性が発揮されて
いる環境づくりのため
に、区民とともにみど
りを守り、増やします

基本方針 ２

みどりとともに暮らす
多くの区民が、みどり
を知り、体験できる多
様な機会や場を充実さ
せ、みどりを楽しむ
暮らしを広げます

基本方針 ３

みどりでつながる
みどりの利活用を通じ
た、人と人との交流を
促し、安心して暮らす
ことのできる魅力ある
地域を育みます

６ 目標と基本方針

成果
指標

目標

①みどりとほぼ毎日ふれあう区民の割合を50％から●％へ
②身近なみどりに対する区民満足度を67％から●％へ
③みどりを守り育てる活動をしている区民割合を42％から●％へ

※いずれも区民意識意向調査で把握を想定

７ おおむね３０年後の将来イメージ

■目指す姿を区民と共有するために、おおむね30年後の将来イメージ図
を示す

■構成
①みどりの骨格 区全体のみどりのネットワーク図
②土地利用に沿った３区分
・駅前などの商業地
・住宅地
・農地と住宅地の混在地

■

■成果指標は、本計画に基づく取組によって、目指す姿にどれだけ近づ
けているかを評価するために設定する。

【成果指標１】
「ふれあう」とは、単にみどりのある場所へ行く、みどりを見る、
ということではなく、みどりのある場所へ行ったり、見たりすること
を通して、その心地よさや楽しさを感じることを指す。
公共のみどりに加え、農地や樹林地のみどりを守り増やし、よりよ
い状態とすることで、区民がみどりと心地よさ等を感じる頻度を高め
る。

【成果指標２】
みどりに関わる区民参加や協働への一歩を踏み出すには、まず、身
近なみどりに対して愛着を持てることが大切。みどりを体験する多様
な場や機会を提供し、みどりへの興味を引き出し、みどりへの満足感
を上げる。

【成果指標３】
練馬のみどりを未来へつなげていくには、一人でも多くの区民が、
みどりを守り育てる活動に参加・協力・協働することが必要。区民と
ともに協働の取組を進め、行動している区民を増やす。
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みどりのムーブメントをつくり広げる具体的な施策の基本方針

目指す姿にどれだけ近づけているかを評価するための指標

区民とともにみどりの恵みを未来へつなぐまち ねりま （仮）

【例】

【例】



 
 

大規模公園の整備と幹線道路の整備や河川
改修にあわせた緑化を進め、みどりのネットワークを
形成します。 

商業地、住宅地、農地の残る住宅地などにお
いては、みどりを守り育てる区民の取組を支援し、
区全体にみどりを広げます。 

おおむね３０年後の将来イメージ 

目指す姿を区民と共有するため、区全体のみどりの骨格と土地利用により、まちを３つに区分
し、それぞれの 30 年後の将来イメージ図を示します。 

 

 

 

  
 

  
  
 

 

 
取組む主な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みどりの魅力あふれる特色ある大規模公園などの

整備を進め、区内外から多くの人が訪れるような運

営管理も進めます。練馬城址公園は、にぎわいの拠

点となるよう、東京都と調整を行います。 

 広幅員な路線については、街路樹などを配し、みど

りの軸を形成します。特に外環の２の整備にあたって

は、豊かなみどりの軸としての整備を東京都へ要請

します。 

 石神井川、白子川の改修にあわせ、並木道づくり

を東京都へ要請し、河川沿いのみどりの軸の形成を

推進します。 

みどりを守り育てる区民のムーブメントを広げるた

めに、誰もが気軽に参加できる新しい仕組みをつくり

ます。 

みどりの区民会議からの提案の実現に向け、具体

的な検討を進めるとともに、みどりを守り育てる人材

や団体の育成と交流を推進します。 

中間支援組織と連携し、みどりに関わるボランティ

ア活動を支援するための相談窓口を開設します。 

 
現況 

（30年4月現在） 
30年後 

大規模公園面積等 
25か所 

152.1ha 
28か所 

224.6ha 

幹線道路整備延長 ㎞ ㎞ 

河川改修延長 ㎞ ㎞ 

 みどりの骨格  
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みどりの魅力を伝える 

イベントの開催 

花いっぱいの 

商店街づくり 
駅のシンボルとなる植栽 

建築物の壁面緑化や 

屋上緑化の誘導 
駅前広場などの整備にあわせ、にぎわいを演出

するみどりの空間づくりを鉄道事業者などと連携し
進めます。 

あわせて、区民や事業者への支援を通して、彩
りのある商店街づくりを区民とともに推進します。 

 

 

 
  
 

 

 
 

 

 

取組む主な施策 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 駅前広場などにはシンボルとなるような植栽を配

し、周辺の建築では、壁面緑化や屋上緑化など人工

地盤上の緑化を誘導し、みどりの空間づくりを推進し

ます。 

 駅前広場や駅近くの公園などの空間で、ねりマル

シェなどのイベントを開催し、練馬のみどりの魅力を

伝えます。 

あわせて、みどりに関する情報を発信し、駅を起点

としたまち歩きやポタリングの楽しみを広げます。 

 駅からはじまる花いっぱい運動などへの支援を通し

て、花による商店会などのイメージアップを図ります。 

 駅前などの商業地  
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地域のみんなで 

地域の公園を管理 

公園の 

多様な利活用の推進 
地域ぐるみの緑化の推進 

保護樹木の指定 

地域のみんなで 

地域のみどりを守る 

取組の推進 

地域のみんなで 

地域のみどりを管理 

6 

区の約半分は主に低層住宅からなる住宅地で
す。公園や学校などの公共のみどりとあわせて、
個々の住宅の道路沿いのみどりを充実させるため
の支援を通して、地域ぐるみでの緑化を推進しま
す。 

あわせて、一人ひとりの緑化を支援するとともに、
個人のお庭などを地域で育て楽しむ取組を区民と
ともに進めます。 

 

 

 

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

取組む主な施策 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区民ニーズに応える公園の整備の改修を進めま

す。計画段階から区民参加を進め、活発な利活用

や公園の管理運営へつなげます。 

みどりの協定や景観まちなみ協定などを活用し、

地域ぐるみでの緑化を推進します。 

みどり豊かな開発へ誘導するために、緑地協定の

周知を図るとともに、既存のみどりを活かした土地利

用のセミナーなどを開催します。 

 ガーデニングコンテストやオープンガーデンといっ

た、一人ひとりの取組の機運を高めるイベントを充実

していきます。 

 区民による公園や憩いの森の利活用や管理運営

を推進します。 

  個人の庭を地域に開放し、庭木の手入れや落ち

葉清掃を地域で行うことで、地域のみどりとして育て

る取組を進めます。  

 住宅地  

44 

ガーデニングコンテスト 

オープンガーデンの実施 
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農業体験農園の開設 

農の風景を伝える施設整備
と利活用の推進 区民農園などの開設 

地域のみんなで 

 地域のみどりを管理 

農の支え手育成と 

マッチング 
生産緑地の貸借推進 区内の農地面積は23区で第一位であり、区の

大きな魅力となっています。 
意欲ある農業者への支援、区民が農を体験で

きる場や機会の充実などを進め、農地保全を図り
ます。 

あわせて、農と共存するまちづくりに向けた検討
を区民とともに進めます。 

 

 

 

 

  
 

  
 
 

  
 

 
 
取組む主な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 意欲ある農業者への支援を通し、営農し続けられ

る環境や仕組みづくりを推進します。 
 区民が農作業を学び体験できる農業体験農園や

農地と屋敷林が一体となった良好な景観を伝える施

設など、区民が農と触れ合う拠点を確保します。 

 生産緑地・特定生産緑地の指定を推進するととも

に、農業者による営農が困難となった場合、他の農

業者や事業者への貸借を推進するための斡旋等を

行います。 

障害者や高齢者の社会参加の場としての新しい

農園事業について検討します。 

 農業者や東京あおば農業協同組合と連携し、野菜

ウォークラリーなどのイベントの充実を図ります。 

 果樹あるファームや直売所といった、区民が新鮮

な農産物を購入できる場を増やしていきます。 

農の風景育成地区制度などを活用し、農の魅力

を活かしたまちづくりの検討を地域の区民とともに進

めます。 

 農の学校において、ねりま農サポーターを育成し、

農業者とのマッチングを図ります。 

 農地と住宅地の混在地  

直売所で新鮮野菜を提供 
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９ 重要な課題に対する方策８ 施策の体系

■全23施策のうち、目指す姿および将来イメージの実現に向け、特に重
要な８施策を重点施策として位置づける。
重点施策は、区ビジョン・アクションプランで年度別計画と事業費
を明らかにし、実効性を確保する。
（緑字はみどりの区民会議提案）

重点施策 その他の施策

基本方針１
みどりを守
る・増やす
15施策

・重要な樹林地の保全
・都市農地の保全
・地域ぐるみの緑化推進
・みどりの魅力あふれる公園の
整備

・都市計画道路の整備における
みどりの創出

・市民緑地の拡充
・区民ニーズに応える公園の整備と
改修

・公園の魅力を高めるマネジメント
の推進

・ガイドライン等に基づく樹木管理
や更新の推進

・民有樹林地や樹木の保全支援
・生物多様性に配慮した樹林地の管理
・みどり豊かな開発の誘導
・良好な状態に保つ公園管理の推進
・河川改修におけるみどりの創出
・みどりの公共施設づくりと適切な管
理の推進

基本方針２
みどりとと
もに暮らす
4施策

・区民協働の機運醸成のための
仕組みづくり

・一人ひとりの取組を推進する多彩な
イベントなどの充実

・みどりの機能の情報発信
・子ども向け体験型学習の充実

基本方針３
みどりでつ
ながる
4施策

・区民による公園等の利活用や
管理運営の推進

・個人のみどりを地域で守る取
組の拡充

・区民による主体的な取組への支援
・みどりを守り育てる人材や団体の育
成と交流の推進

１０ 計画の進行管理

■計画の推進にあたっては、継続的に施策の効果や改善の必要性を確認し、
施策の見直しを図ることが必要なことから、PDCAサイクルにより進行管理
に取り組む。
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■樹林地の保全、都市農地の保全、生物多様性の保全は重要な課題であ
ることから、各種制度の活用等を含めた方策を別にまとめる。

樹林地に関する方策
■練馬の歴史や風土を伝える屋敷林などの樹林地の多くは民有地であり、
減少傾向にあることから、その保全の推進に関する方策を示す。
①都市計画制度などによる重要な樹林地の保全
・都市計画公園等の指定の推進
・特別緑地保全地区の指定の検討
・市民緑地認定制度の活用の検討
②みどりのムーブメントづくり
・憩いの森や民有樹林地等の地域による管理の推進等の取組

都市農地に関する方策
■都市緑地法の改正に伴い農地が緑地として位置付けられ、みどりの基本
計画の対象となったことから、区の重要なみどりである都市農地の保全
の推進に関する方策を示す。
①都市農地の保全
・生産緑地の貸借制度の活用
・生産緑地／特定生産緑地の指定の推進など
②区民が農とふれあう機会や場の充実
・農業体験農園の開設推進 ・農の風景を伝える施設整備など
③都市農業・都市農地の魅力の発信
・ねりマルシェの開催支援 ・練馬産農産物のブランド化推進
・世界都市農業サミットの開催
④農と共存するまちづくり
・田園住居地域の指定についての検討など
⑤みどりのムーブメントづくり
・農サポーターの育成とマッチング等の取組

生物多様性に関する方策
■練馬区環境基本計画2011（後期計画）に基づき、生物多様性の理解促進に
向けた施策を推進するとともに、樹林地を中心とした生物多様性の向上に
関する方策を示す。

①生物多様性の状態の把握
・樹林地の実地調査の継続
・エコロジカルネットワークの把握など
②生物多様性の維持・向上
・在来種へ配慮した緑化推進
・生物多様性に配慮した樹林地の管理など
③生物多様性への理解を広げる
④みどりのムーブメントづくり
・区民参加型の生物調査等の取組


